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(57)【要約】
【課題】最高動作温度が高くドレイン電流密度が大きい
、かつ、長時間の大電力動作にも耐える信頼性のある、
実用的なダイヤモンドＦＥＴを提供すること。
【解決手段】ダイヤモンド結晶１を用意し、マイクロ波
ＣＶＤ装置のリアクター内で水素プラズマ（Ｈで表す）
を照射し、水素を含む表面層２を形成する（図１（ａ）
）。第1の表面層２上の一部の領域に、空間的に分離し
て、厚さ６００ｎｍの金薄膜３１、３２を蒸着する。こ
れは、各ソース電極３１、ドレイン電極３２になる。ソ
ース電極３１とドレイン電極３２との間に、空間的に分
離して、Ａｌ薄膜４を蒸着する（図１（ｃ））。このＡ
ｌ薄膜４はゲート電極４になる。試料にＮＯ２を供給し
、第１の表面層２上に第２の表面層５を形成する（図１
（ｄ））。露出した第２の表面層５全体を覆うように保
護層６を第２の表面層５上に堆積させる（図１（ｅ））
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイヤモンド結晶基板と、
　前記ダイヤモンド結晶基板上に水素原子で終端された第１の表面層と、
　前記ダイヤモンド結晶基板の第１の表面層上に形成された、窒素と酸素、硫黄と酸素、
及び酸素のみのいずれかから成る第２の表面層と、
　前記第２の表面層上に互いに離間して形成されたソース電極、ゲート電極、ドレイン電
極からなる電極部と、
　を備えたことを特徴とするダイヤモンド電界効果トランジスタ。
【請求項２】
　ダイヤモンド結晶基板と、
　前記ダイヤモンド結晶基板上に水素原子で終端された第１の表面層と、
　前記第２の表面層上に互いに離間して形成されたソース電極、ゲート電極、ドレイン電
極からなる電極部と、
　前記ダイヤモンド結晶基板の第１の表面層上に形成された、窒素と酸素、硫黄と酸素、
及び酸素のみのいずれかから成る第２の表面層と、
　を備えたことを特徴とするダイヤモンド電界効果トランジスタ。
【請求項３】
　前記第２の表面層上に形成されたフッ素を含む化合物からなる保護層をさらに備えたこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載のダイヤモンド電界効果トランジスタ。
【請求項４】
　前記第２の表面層は、ＮＯ又はＮＯ２からなることを特徴とする請求項１乃至３のいず
れかに記載のダイヤモンド電界効果トランジスタ。
【請求項５】
　ダイヤモンド結晶基板と、
　前記ダイヤモンド結晶基板上に形成された水素原子で終端された第１の表面層と、
　前記第１の表面層上に互いに離間して形成されたソース電極、ゲート電極、ドレイン電
極からなる電極部と、
　前記第１の表面層上に形成されたフッ素を含む化合物からなる保護層と
　を備えたことを特徴とするダイヤモンド電界効果トランジスタ。
【請求項６】
　前記保護層は、アモルファスフロロポリマー、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフ
ルオロエチレン及びフッ素を含むポリジメチルグルタルイミドのいずれかからなることを
特徴とする請求項３乃至５のいずれかに記載のダイヤモンド電界効果トランジスタ。
【請求項７】
　ダイヤモンド結晶基板表面に水素ラジカルを吸着させる第１の工程と、
　前記水素ラジカルが吸着した表面に窒素と酸素、硫黄と酸素、及び酸素のみのいずれか
を含む第1の化合物原料を吸着させる第２の工程と、
　前記水素ラジカルが吸着した表面に互いに離間して形成されたソース電極、ゲート電極
、ドレイン電極からなる電極部を形成する第３の工程と
　を含むことを特徴とするダイヤモンド電界効果トランジスタ作製方法。
【請求項８】
　ダイヤモンド結晶基板表面に水素ラジカルを吸着させる第１の工程と、
　前記水素ラジカルが吸着した表面に互いに離間して形成されたソース電極、ゲート電極
、ドレイン電極からなる電極部を形成する第２の工程と、
　前記水素ラジカルが吸着した表面に窒素と酸素、硫黄と酸素、及び酸素のみのいずれか
を含む第1の化合物原料を吸着させる第３の工程と
　を含むことを特徴とするダイヤモンド電界効果トランジスタ作製方法。
【請求項９】
　前記第１の化合物原料が吸着した表面にフッ素を含む第２の化合物原料を堆積させる第
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４の工程をさらに含むことを特徴とする請求項７又は８に記載のダイヤモンド電界効果ト
ランジスタ作製方法。
【請求項１０】
　前記第１の化合物原料は、ＮＯ又はＮＯ２であることを特徴とする請求項７乃至９のい
ずれかに記載のダイヤモンド電界効果トランジスタ作製方法。
【請求項１１】
　前記第２の化合物原料は、アモルファスフロロポリマー、ポリテトラフルオロエチレン
、テトラフルオロエチレン及びフッ素を含むポリジメチルグルタルイミドのいずれかであ
ることを特徴とする請求項９又は１０に記載のダイヤモンド電界効果トランジスタ作製方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダイヤモンド電界効果トランジスタ及びその作製方法に関し、より詳細には
、室温以上でも安定な表面層を有するダイヤモンド電界効果トランジスタ及びその作製方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダイヤモンド半導体は、半導体最大の絶縁耐圧、熱伝導性を有するばかりでなく、電子
や正孔の移動度やドリフト速度も高く、もしダイヤモンド・トランジスタが実用化できれ
ば、既存の半導体の性能を遥かに超える、最高の性能を持つ高周波電力トランジスタが実
用可能になる（非特許文献１参照）。
【０００３】
　図６に、従来の水素終端ダイヤモンド電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）の作製工程を示
す。ダイヤモンド結晶層１を用意し、そのダイヤモンド結晶層１をＣＶＤリアクター内で
水素プラズマに曝し、ダイヤモンド表面を水素ラジカル（Ｈで表す）で終端する（図６（
ａ））。そのようにして水素を含む表面層２を形成する。次に、水素を含む表面層２上の
一部の領域に、金薄膜３１、３２を空間的に分離して蒸着する（図６（ｂ））。それが各
々ソース電極３１、ドレイン電極３２になる。次に、ソース電極３１とドレイン電極３２
との間に、空間的に分離して、Ａｌ薄膜４を蒸着する。これがゲート電極４になる（図６
（ｃ））。次に、試料に二酸化炭素（ＣＯ２）又は水（Ｈ２Ｏ）を吸着させ、ＣＯ２又は
Ｈ２Ｏを含む表面層５５を形成する。（図６（ｄ））。このデバイスを動作させる場合の
配線を図６（ｆ）に示す。
【０００４】
　このような従来技術に基づき作製したダイヤモンドＦＥＴ（ゲート長１０μｍ）のドレ
イン電流電圧特性を図７（ａ）に示す。従来技術によるダイヤモンドＦＥＴの特性は、ゲ
ート電圧－３Ｖにおける最大ドレイン電流密度は５ｍＡ／ｍｍであった。
【０００５】
【非特許文献１】嘉数　誠　外、「ダイヤモンドＭＥＳＦＥＴの高周波特性」、応用物理
、２００４年、第７３巻、第3号、ｐｐ．３６３－３６７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、図８に、従来の水素終端ダイヤモンドＦＥＴのゲート電圧－３Ｖでのド
レイン電流密度の試料温度特性を示すように、昇温すると、室温から１４０℃にかけてド
レイン電流密度は徐々に減少するという課題があった。これは、表面層２の二酸化炭素（
ＣＯ２）又は水（Ｈ２Ｏ）が蒸発してしまうためで、昇温によって一度減少したドレイン
電流密度は、再び室温に戻してもドレイン電流密度は元に戻らない。以下の記述では、ド
レイン電流密度が急激に減少する試料温度をＴＣと呼ぶことにする。
【０００７】
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　従来技術によれば、（１）試料を昇温すると、図６（ｅ）に示すように、水を含む表面
層５５は１００℃で消失してしまい、ドレイン電流は劇的に減少するという課題があった
。また、（２）試料を真空状態に曝した場合も、図６（ｅ）に示すように、表面層５５は
蒸発してしまうため、ドレイン電流が劇的に減少してデバイス動作しなくなるという課題
があった。従来のダイヤモンドＦＥＴは、このような根本的課題を抱えていたため、実用
化まで至っていなかった。
【０００８】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、最高動
作温度が高くドレイン電流密度が大きい、かつ、長時間の大電力動作にも耐える信頼性の
ある、実用的なダイヤモンドＦＥＴを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このような目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、ダイヤモンド電界効果ト
ランジスタであって、ダイヤモンド結晶基板と、前記ダイヤモンド結晶基板上に水素原子
で終端された第１の表面層と、前記ダイヤモンド結晶基板の第１の表面層上に形成された
、窒素と酸素、硫黄と酸素、及び酸素のみのいずれかから成る第２の表面層と、前記第２
の表面層上に互いに離間して形成されたソース電極、ゲート電極、ドレイン電極からなる
電極部とを備えたことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、ダイヤモンド電界効果トランジスタであって、ダイヤモンド
結晶基板と、前記ダイヤモンド結晶基板上に水素原子で終端された第１の表面層と、前記
第２の表面層上に互いに離間して形成されたソース電極、ゲート電極、ドレイン電極から
なる電極部と、前記ダイヤモンド結晶基板の第１の表面層上に形成された、窒素と酸素、
硫黄と酸素、及び酸素のみのいずれかから成る第２の表面層とを備えたことを特徴とする
。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載のダイヤモンド電界効果トランジスタ
において、前記第２の表面層上に形成されたフッ素を含む化合物からなる保護層をさらに
備えたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載のダイヤモンド電界効果ト
ランジスタにおいて、前記第２の表面層が、ＮＯ又はＮＯ２からなることを特徴とする。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、ダイヤモンド電界効果トランジスタであって、ダイヤモンド
結晶基板と、前記ダイヤモンド結晶基板上に形成された水素原子で終端された第１の表面
層と、前記第１の表面層上に互いに離間して形成されたソース電極、ゲート電極、ドレイ
ン電極からなる電極部と、前記第１の表面層上に形成されたフッ素を含む化合物からなる
保護層とを備えたことを特徴とする。
【００１４】
　請求項６に記載の発明は、請求項３乃至５のいずれかに記載のダイヤモンド電界効果ト
ランジスタにおいて、前記保護層が、アモルファスフロロポリマー、ポリテトラフルオロ
エチレン、テトラフルオロエチレン及びフッ素を含むポリジメチルグルタルイミドのいず
れかからなることを特徴とする。
【００１５】
　請求項７に記載の発明は、ダイヤモンド電界効果トランジスタ作製方法であって、ダイ
ヤモンド結晶基板表面に水素ラジカルを吸着させる第１の工程と、前記水素ラジカルが吸
着した表面に窒素と酸素、硫黄と酸素、及び酸素のみのいずれかを含む第1の化合物原料
を吸着させる第２の工程と、前記水素ラジカルが吸着した表面に互いに離間して形成され
たソース電極、ゲート電極、ドレイン電極からなる電極部を形成する第３の工程とを含む
ことを特徴とする。
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【００１６】
　請求項８に記載の発明は、ダイヤモンド電界効果トランジスタ作製方法であって、ダイ
ヤモンド結晶基板表面に水素ラジカルを吸着させる第１の工程と、前記水素ラジカルが吸
着した表面に互いに離間して形成されたソース電極、ゲート電極、ドレイン電極からなる
電極部を形成する第２の工程と、前記水素ラジカルが吸着した表面に窒素と酸素、硫黄と
酸素、及び酸素のみのいずれかを含む第1の化合物原料を吸着させる第３の工程とを含む
ことを特徴とする。
【００１７】
　請求項９に記載の発明は、請求項７又は８に記載のダイヤモンド電界効果トランジスタ
作製方法において、前記第１の化合物原料が吸着した表面にフッ素を含む第２の化合物原
料を堆積させる第４の工程をさらに含むことを特徴とする。
【００１８】
　請求項１０に記載の発明は、請求項７乃至９のいずれかに記載のダイヤモンド電界効果
トランジスタ作製方法において、前記第１の化合物原料は、ＮＯ又はＮＯ２であることを
特徴とする。
【００１９】
　請求項１１に記載の発明は、請求項９又は１０に記載のダイヤモンド電界効果トランジ
スタ作製方法において、前記第２の化合物原料が、アモルファスフロロポリマー、ポリテ
トラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン及びフッ素を含むポリジメチルグルタル
イミドのいずれかであることを特徴とする。
【００２０】
　このようにして、水素終端ダイヤモンド表面をＣＯ２又はＨ２Ｏなる表面層より格段に
安定なＮＯ２、ＳＯ２なる表面層を形成することにより、また、表面層をポリテトラフル
オロエチレン（ＰＴＦＥ）などの重合化合物からなる保護層で覆うことによって、表面層
を更に安定化させ、長時間の大電力動作にも耐える信頼性のある、実用的なダイヤモンド
ＦＥＴが可能になる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、最高動作温度が高くドレイン電流密度が大きい、かつ、長時間の大電
力動作にも耐える信頼性のある、実用的なダイヤモンドＦＥＴが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００２３】
（実施形態１）
　図１（ａ）～（ｅ）に、本発明の実施形態１に係るダイヤモンドＦＥＴの作製工程を示
す。マイクロ波プラズマＣＶＤ装置などで結晶成長したダイヤモンド結晶１を用意し、マ
イクロ波ＣＶＤ装置のリアクター内で水素プラズマ（Ｈで表す）を照射し、水素を含む表
面層２を形成する（図１（ａ））。マイクロ波プラズマＣＶＤ装置で、水素プラズマ雰囲
気内で結晶成長したダイヤモンド結晶１表面は、既に水素を含む第1の表面層２を形成し
ているので、第1の表面層２が十分形成されている場合、改めて水素プラズマ照射処理を
しなくても良い。
【００２４】
　次に、第1の表面層２上の一部の領域に、空間的に分離して、厚さ６００ｎｍの金薄膜
３１、３２を蒸着する。これは、各ソース電極３１、ドレイン電極３２になる。
【００２５】
　次に、ソース電極３１とドレイン電極３２との間に、空間的に分離して、Ａｌ薄膜４を
蒸着する（図１（ｃ））。このＡｌ薄膜４はゲート電極４になる。
【００２６】
　次に、試料にＮＯ２を供給し、第１の表面層２上に第２の表面層５を形成する（図１（
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ｄ））。また、第２の表面層５は、ソース電極３１とゲート電極４間、ゲート電極４とド
レイン電極３２間を結ぶように形成する。
【００２７】
　次に、露出した第２の表面層５全体を覆うように、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴ
ＦＥ）、テトラフルオロエチレンからなる保護層６を第２の表面層５上に堆積させる（図
１（ｅ））。図９に、本発明の実施形態１に係るダイヤモンドＦＥＴの透過型電子顕微鏡
（ＴＥＭ）断面図を示す。
【００２８】
　このようにして作製された本発明のダイヤモンドＦＥＴに対し、図１（ｆ）のように配
線してドレイン電流電圧特性を測定し、その結果を図７（ｂ）に示す。本発明のダイヤモ
ンドＦＥＴのゲート電圧－３Ｖにおける最大ドレイン電流密度は１８０ｍＡ／ｍｍと従来
の約３０倍になり、トランジスタ特性は大きく向上している。
【００２９】
　図８に、本発明のダイヤモンドＦＥＴと従来のダイヤモンドＦＥＴのドレイン電流の試
料温度特性を示す。従来のダイヤモンドＦＥＴでは、室温から１４０℃にかけて、第２の
表面層５５が蒸発してしまうため、ドレイン電流は急激に減少する。それに対して、本発
明のダイヤモンドＦＥＴは、第２の表面層５が安定しているため、３００℃までＦＥＴ動
作する。
【００３０】
　表１は、本発明の実施形態１に係るゲート長１０μｍのダイヤモンドＦＥＴにおけるド
レイン電流密度（ＩＤＭＡＸ）と最高動作温度（ＴＣ）をまとめたものである。
【００３１】
【表１】

【００３２】
　本発明の実施形態1に係るゲート長１０μダイヤモンドＦＥＴにおいて、保護層６にＰ
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ＴＦＥを用い、表面層２を、ＮＯ、ＮＯ２、ＳＯ２、Ｏ３にした場合、（ＩＤＭＡＸ、Ｔ

Ｃ）は各々、表1のようになり、従来の方法による場合（６ｍＡ／ｍｍ、１００℃）より
大幅に上昇する。
【００３３】
　また、本発明の実施形態1に係るダイヤモンドＦＥＴにおいて、表面層２に、ＮＯ２に
し、保護層をフッソ化ポリミド、ＡＦ１６００（ＴＦＥ（テトラフルオロエチレン）とＰ
ＤＤ（ジオキソール）からなるアモルファスフロロポリマーでガラス転移点が１６０℃の
もの）、ＡＦ２４００（ＴＦＥ（テトラフルオロエチレン）とＰＤＤ（ジオキソール）か
らなるアモルファスフロロポリマーでガラス転移点が２４０℃のもの）、テトラフルオロ
エチレン、Ｃ２Ｆ４とパーフルオロアルコキシエチレン、Ｆを含むＰＭＭＡ（分子鎖内の
水素の一部をフッ素で置換したポリメタクリル酸メチル樹脂）、ＰＭＧＩ（ポリメチルグ
ルタルイミド）、ＡｌＦ３、ＣａＦ２、ＣｅＦ３、ＬｉＦ、ＭｇＦ２、ＮｄＦ３、ＮａＦ
を用いた場合、（ＩＤＭＡＸ、ＴＣ）は各々、表１のようになり、従来の方法による場合
（６ｍＡ／ｍｍ、１００℃）より大幅に上昇する。
【００３４】
（実施形態２）
　図２に、本発明の実施形態２に係るダイヤモンドＦＥＴの構造を示す。実施形態２では
、実施形態１の図１（ａ）～（ｄ）までの工程を行い、図１（ｅ）の工程を行わない。
【００３５】
　本発明の実施形態2に係るゲート長を１０μｍのダイヤモンドＦＥＴにおいて、表面層
２としてＮＯ２を用いた場合、ＦＥＴのドレイン電流密度（ＩＤＭＡＸ）と最高動作温度
（ＴＣ）は各々（１８０ｍＡ／ｍｍ、２２０℃）になる。保護層が無い分だけ実施形態１
よりもＴＣが低いが、従来のダイヤモンドＦＥＴの場合の（６ｍＡ／ｍｍ、１００℃）よ
り大幅に上昇する。
【００３６】
（実施形態３）
　図３に、本発明の実施形態３に係るダイヤモンドＦＥＴの構成を示す。実施形態３では
、実施形態１の図１（ａ）～（ｃ）、（ｅ）の工程を行い、図１（ｄ）の工程を行わない
。
【００３７】
　本発明の実施形態3に係るゲート長を１０μｍのダイヤモンドＦＥＴにおいて、保護層
６としてＰＴＦＥを用いた場合、ＦＥＴのドレイン電流密度（ＩＤＭＡＸ）と最高動作温
度（ＴＣ）は（１００ｍＡ／ｍｍ、２６０℃）になる。表面層２が無い分だけ、実施形態
１の場合よりもＩＤＭＡＸが低いが、従来のダイヤモンドＦＥＴの場合の（６ｍＡ／ｍｍ
、１００℃）より大幅に上昇する。
【００３８】
（実施形態４）
　図４に、本発明の実施形態４に係るダイヤモンドＦＥＴの作製工程を示す。実施形態４
と実施形態１との差異は、電極設置前に第２の表面層５を形成する点にある。
【００３９】
　マイクロ波プラズマＣＶＤ装置などで結晶成長したダイヤモンド結晶１を用意し、マイ
クロ波ＣＶＤ装置のリアクター内で水素プラズマ（Ｈで表す）を照射し、水素を含む表面
層２を形成する（図４（ａ））。マイクロ波プラズマＣＶＤ装置で、水素プラズマ雰囲気
内で結晶成長したダイヤモンド結晶１表面は、既に水素を含む表面層２を形成しているの
で、第1の表面層２が十分形成されている場合、改めて水素プラズマ照射処理をしなくて
も良い。
【００４０】
　次に、試料にＮＯ２を供給し、第１の表面層２上に第２の表面層５を形成する（図４（
ｂ））。
【００４１】
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　次に、第2の表面層５上の一部領域に、空間的に分離して、厚さ６００ｎｍの金薄膜３
１、３２を蒸着する。これは、各々ソース電極３１、ドレイン電極３２になる（図４（ｃ
））。
【００４２】
　次に、ソース電極３１、ドレイン電極３２との間に、空間的に分離して、Ａｌ薄膜４を
蒸着する（図４（ｄ））。このＡｌ薄膜４はゲート電極４になる。
【００４３】
　次に、第２の表面層５上全体を覆うように、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）
、テトラフルオロエチレンからなる保護層６を堆積させる（図４（ｅ））。
【００４４】
　このようにして作製された本発明のダイヤモンドＦＥＴに対し、図４（ｆ）のように配
線してドレイン電流電圧特性を測定し、その結果を図７（ｂ）に示す。本発明のダイヤモ
ンドＦＥＴのゲート電圧－３Ｖにおける最大ドレイン電流密度は１８０ｍＡ／ｍｍと従来
の約３０倍になり、トランジスタ特性は大きく向上している。
【００４５】
　図８に、本発明によって作製したＦＥＴのドレイン電流の試料温度特性を示す。従来の
方法では、室温から１４０℃にかけて、第２の表面層５５が蒸発してしまうため、ドレイ
ン電流は急激に減少する。それに対して、本発明によれば、３００℃まで第２の表面層５
が安定して、ＦＥＴ動作した。
【００４６】
　表２は、このようにして作製した本発明の実施形態４に係るゲート長を１０μｍのダイ
ヤモンドＦＥＴのドレイン電流密度（ＩＤＭＡＸ）と最高動作温度（ＴＣ）をまとめたも
のである。
【００４７】
【表２】
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　本発明の実施形態4に係るゲート長１０μｍダイヤモンドＦＥＴにおいて、保護層６を
ＰＴＦＥを用い、表面層２を、ＮＯ、ＮＯ２、ＳＯ２、Ｏ３にした場合、（ＩＤＭＡＸ、
ＴＣ）は各々、表２のようになり、従来の方法による場合（６ｍＡ／ｍｍ、１００℃）よ
り大幅に上昇する。
【００４９】
　また、本発明の実施形態4に係るダイヤモンドＦＥＴにおいて、表面層２を、ＮＯ２に
し、保護層をフッソ化ポリミド、ＡＦ１６００、ＡＦ２４００、テトラフルオロエチレン
、Ｃ２Ｆ４とパーフルオロアルコキシエチレン、Ｆを含むＰＭＭＡ、ＰＭＧＩ、ＡｌＦ３

、ＣａＦ２、ＣｅＦ３、ＬｉＦ、ＭｇＦ２、ＮｄＦ３、ＮａＦを用いた場合、（ＩＤＭＡ

Ｘ、ＴＣ）は各々、表２のようになり、従来の方法による場合（６ｍＡ／ｍｍ、１００℃
）より大幅に上昇する。
【００５０】
（実施形態５）
　図５に、本発明の実施形態５に係るダイヤモンドＦＥＴの構造を示す。実施形態５では
、実施形態４の図４（ａ）～（ｄ）までの工程を行い、図４（ｅ）の工程を行わない。
【００５１】
　本発明の実施形態５に係るゲート長１０μｍのダイヤモンドＦＥＴにおいて、表面層２
としてＮＯ２を用いた場合、ＦＥＴのドレイン電流密度（ＩＤＭＡＸ）と最高動作温度（
ＴＣ）は各々（１８０ｍＡ／ｍｍ、２２０℃）になる。保護層がないだけ、実施形態１よ
りもＴＣが低いが、従来の方法による場合（６ｍＡ／ｍｍ、１００℃）より大幅に上昇す
る。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】（ａ）～（ｅ）は、本発明の実施形態１に係るダイヤモンドＦＥＴの作製工程を
示す図であり、（ｆ）は、ドレイン電流電圧特性の測定方法を示す図である。
【図２】本発明の実施形態２に係るダイヤモンドＦＥＴの構造を示す図である。
【図３】本発明の実施形態３に係るダイヤモンドＦＥＴの構成を示す図である。
【図４】（ａ）～（ｅ）は、本発明の実施形態４に係るダイヤモンドＦＥＴの作製工程を
示す図であり、（ｆ）は、ドレイン電流電圧特性の測定方法を示す図である。
【図５】本発明の実施形態５に係るダイヤモンドＦＥＴの構造を示す図である。
【図６】（ａ）～（ｅ）は、従来のダイヤモンドＦＥＴの作製工程を示す図であり、（ｆ
）は、ドレイン電流電圧特性の測定方法を示す図である。
【図７】（ａ）は、従来のダイヤモンドＦＥＴのドレイン電流電圧特性を示す図であり、
（ｂ）は、本発明のダイヤモンドＦＥＴのドレイン電流電圧特性を示す図である。
【図８】本発明によって作製したダイヤモンドＦＥＴのドレイン電流の試料温度特性を示
す図である。
【図９】本発明の実施形態１に係るダイヤモンドＦＥＴの透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）断
面図である。
【符号の説明】
【００５３】
１　ダイヤモンド結晶膜
２　水素を含む第１の表面層
３１　ソース電極（Ａｕ）
３２　ドレイン電極（Ａｕ）
４　ゲート電極（Ａｌ）
５　ＮＯ２を含む第２の表面層
５５　ＣＯ２、Ｈ２Ｏを含む第２の表面層
６　ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）を含む保護層
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